
宗教法人設立規則認証手続の流れ概要 
（単立宗教法人成立・所轄庁は都道府県知事・事務所１カ所の場合） 

 

宗教団体の結成 

教義・所在地の決定 

宗教団体規約案の作成 など 

↓ 

宗教団体結成会議 

会議の議事録作成 

など 

↓ 

所轄庁へ事前相談 

事務所所在地を所轄する都道府県庁の担当部署へ訪問 

上記結成会議以前に行うこともある 

↓ 

所轄庁の指示に従い報告 

おおむね３年程度の活動実績報告（指定された時期に報告） 

↓ 

（期間経過） 

↓ 

３年分の活動報告を終了した後、 

所轄庁の現地調査等 

所轄庁の現地調査（不動産、備付書類、行事等）を経て 

申請の可否の判定 



↓ 

宗教法人設立会等の議決 

宗教法人規則案の承認 法人役員等決定 等 

↓ 

公告（申請の少なくとも１月以上前） 

↓ 

所轄庁へ宗教法人規則認証申請 

↓ 

認証書交付をうける 

↓ 

法人の登記手続 

法第 15 条 宗教法人は、その主たる事務所の所在地において設立の

登記をすることに因つて成立する。 

↓ 

登記完了後、宗教法人成立届 

所轄庁に届出 

↓ 

非課税証明願い 

所轄庁へ境内地・境内建物の登録免許税非課税証明願い 

↓ 

不動産登記手続 

 


